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はじめに 
 

 

この指針は 

現在、安城市をよりよくするために多くの方々が活動しています。例えば、

地域で活躍する町内会・消防団・青年団・や、学校に関連するＰＴＡ・子ども

会など。また、地域福祉を支える社会福祉協議会や、環境・防犯・防災などテ

ーマごとに活躍する市民活動団体もあり、それぞれ活動している分野は違いま

すが、目指す方向は同じく「安城市をよりよくするために」取り組んでいます。 

国では、「新しい公共」という考え方に基づいて、これからの公共を担うのは

行政だけでなく、市民やＮＰＯ法人などの市民活動団体であると認め、団体へ

の税控除の導入、認定ＮＰＯ法人制度の緩和など、ＮＰＯ法の改正により団体

を支援する政策が進められています。 

 安城市でも、ＮＰＯ法人や市民活動団体とのパートナーシップを重視し、団体

の支援から市との協働へと発展するように、この「協働に関する指針」を策定

しました。主に、協働事業を促進する人材の育成や情報の扱い方、資金支援の

あり方についてまとめました。 

 これから市民活動を始めようと考えている皆さん、また、活動範囲をさらに

広げようという団体の皆さんにこの指針を読んでいただき、今後の活動に「協

働」という視点が加わることを望みます。 
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第１章 「協働」に関する基本的内容 
 

１．「協働」とは  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 １．「協働」とは 

    

    

     

※※※※ 

※   
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（1） なぜ、安城市で協働なのか？ 

 

 

 

 

（２） 安城市の協働によるまちづくり 

 

 

第１章 １．「協働」とは 
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第１章 １．「協働」とは 
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２．誰が「協働」に取り組むのか 
 

（1）協働の担い手 

 

 

①市民 

②市民活動団体 

③事業者 

④市 

 

（2）それぞれの果たす役割 

 

①市民の役割と責任 

 

 

 

 

 

 

第１章 ２．誰が「協働」に取り組むのか 
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②市民活動団体の役割と責任 

 

 

 

 

 

 

 

③事業者の役割と責任 

 

 

 

④市の役割と責任 

 

 

 

 

第１章 ２．誰が「協働」に取り組むのか 
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３．「協働」がもたらす効果 
 

（1）協働の効果は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 ３．「協働」がもたらす効果 
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４．「協働」をするときに大切なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

第１章 ４．「協働」をするときに大切なこと 

 
協働の 

基本原則 

（１） 

自主・自立

の尊重 

（２） 

対等の 

関係 

（３） 

相互 

理解 

（６） 

評価の 

実施 

（５） 

公開・透明

性の確保 

（４） 

目的・目標 

の共有 
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(1)(1)(1)(1)自主自主自主自主・・・・自立自立自立自立のののの尊重尊重尊重尊重    

 

    

(2)(2)(2)(2)対等対等対等対等のののの関係関係関係関係    

 

    

(3)(3)(3)(3)相互理解相互理解相互理解相互理解    

 

    

(4)(4)(4)(4)目目目目的的的的・・・・目標目標目標目標のののの共有共有共有共有    

 

    

(5)(5)(5)(5)公開公開公開公開・・・・透明性透明性透明性透明性のののの確保確保確保確保    

 

 

(6)(6)(6)(6)評価評価評価評価のののの実施実施実施実施    

 

第１章 ４．「協働」をするときに大切なこと 
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５．どういう場面で「協働」ができるのか 

 

（1）市民活動団体と市が協働する領域と形態 

 

 

  

 

 

 

 

                                

   

  

              

 

 

第１章 ５．どういう場面で「協働」ができるのか 

市民活動団体の

責任と主体性に

より行われる領

域 

 

 

【団体主体】 

市 民 活 動 団 体

の 主 体 性 の 下

に 市 の 協 力 に

よ っ て 行 わ れ

る領域 

 

【団体主導】 

市 民 活 動 団 体

と 市 が そ れ ぞ

れ の 主 体 性 の

下 に 協 力 し て

行われる領域 

 

【双方主体】 

市 の 主 体 性 の

下 に 市 民 活 動

団 体 の 協 力 や

参 加 を 得 な が

ら 行 わ れ る 領

域 

【市主導】 

市の責任と主体

性により行われ

る領域 

 

 

 

【市主体】 

（市民活動団体の領域） （市民活動団体と市が協働していく領域） （市の領域） 
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※

 

 

 

 

 

 

「委託」  

 

「補助」  

 

「事業共催」  

 

 

第１章 ５．どういう場面で「協働」ができるのか 

※   
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「その他」  

 

 

（2）実際に協働している事業例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

第１章 ５．どういう場面で「協働」ができるのか 

【市主導】：６ 

【双方主体】 

：１６ 【団体主導】：３８ 

合計：６０事業 
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【団体主導】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※  

    

  
  

   
 

 

  
  

    

  
  

 
  

 

 

 

 

 

 

第１章 ５．どういう場面で「協働」ができるのか 

委託：２２ 補助：１１ 

その他：５ 

合計：３８事業 

※  
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【双方主体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※  

    

 
 

 
  

    

 

 

 
  

 

 

  

 
   

 

 

 

 

第１章 ５．どういう場面で「協働」ができるのか 

委託：２ 

補助：１ 

事業共催：１３ 

合計：１６事業 

※  
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【市主導】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
※  

    

 
   

 
  

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

委託：１ 

その他：５ 

合計：６事業 

※  

ここは、アイシンなどとの団体×事業者など協働事例を入れます。 

第１章 ５．どういう場面で「協働」ができるのか 
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第２章 「協働」を推進するために 

 

１．安城市における「協働」の現状と課題 

 

 

（1）協働に関する現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

第２章 １．安城市における「協働」の現状と課題 
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第２章 １．安城市における「協働」の現状と課題 
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第２章 １．安城市における「協働」の現状と課題 

▼  
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▼  
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第２章 １．安城市における「協働」の現状と課題 
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（
①
～
⑭
の
各
項
目
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
回
答
） 

第２章 １．安城市における「協働」の現状と課題 

▼  
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（2）協働に関する課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題１：協働によるまちづくりや市民活動に対する理解が不足し

ている。 

 

 

 

 

課題２：活動を広げたり継続していくためのノウハウが少なく、

協働するまでに至らない。 

 

 

 

 

課題３：市民活動を始めるきっかけづくりと、協働するための情

報交換や交流の機会が不足している。 

 

 

 

第２章 １．安城市における「協働」の現状と課題 
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課題４：協働を推進するコーディネーター的役割の人が不足して

いる。 

 

 

 

課題５：協働する団体を育成する資金助成制度が不足している。 

 

 

第２章 １．安城市における「協働」の現状と課題 
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２．協働を推進するための具体的施策  

 

 

 

 

施策１ 多くの市民に協働によるまちづくりの知識を高めま

す。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

施策２ 協働事業を行う団体を増やす実務的な技術指導と、

協働事業につながる情報を提供します。 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

第２章 ２．協働を推進するための具体的施策 
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施策３ 協働のきっかけとなる情報交換や交流の機会をつく

ります。 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

  
 

   

施策４ 協働を推進する人材を育成し活動団体を支援しま

す。 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

第２章 ２．協働を推進するための具体的施策 
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施策５ 協働を資金面から支援する「（仮称）あんねっと基金」

を設置し、市民活動助成制度を創設します。 
 

 

  
 

  
 

  
 

第２章 ２．協働を推進するための具体的施策 
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３．協働を推進するための制度等 

 

 

（１） 団体登録 

 

 

 

 

 

＜市民活動センターの登録の仕組み＞ 

 

 

 

①   ③  ④  ⑤   

  

※  

    

 

第２章 ３．協働を推進するための制度等 
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（２） 協働事業提案制度 

  

 

①   

 

 

（３） 公共サービスへの参入機会の提供 

 

 

 

 

 

＜公共サービスへの参入機会の狙い＞ 

①    

  

 

③

 

④   

 

 

 

第２章 ３．協働を推進するための制度等 
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（４） 協働事業の表彰 

 

 

 

（５） 協働推進計画の策定 

 

 

 

 

（６） 協働事業の評価  ～報告・公表 

 

第２章 ３．協働を推進するための制度等 
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＜市民活動団体が行うべきこと＞ 

 

 

 

 

＜市が行うべきこと＞ 

 

 

 

 

（７） 協働推進評価会議 

 

 

 

 

 

 

第２章 ３．協働を推進するための制度等 
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＜参考：安城市市民参加条例（推進評価会議の設置）より＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（８） 市民活動保険制度の充実 

 

 

 

 

 

第２章 ３．協働を推進するための制度等 
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４．協働を推進するための体制 

 

 

 

 

 

第２章 ４．協働を推進するための体制 
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推進体制のイメージダイアグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 

第２章 ４．協働を推進するための体制

 

 

市民 

 
市民活動

団体 

（仮称）あんねっと基金 

お金 

協働コーディネート 

積
立 

 

事業者 

 
生涯学習 

ボランティアセンター 
・青少年の家 

ボランティア活動支援センター 

社協 
ボランティアセンター

協働領域 

ひと 場所 情報

中間支援の場 

地区社協 地区公民館 

連携

連携

連携 連携

連携

 

市 

（仮称）あんじょう 
協働コーディネーター 

 

寄
附 

寄
附 控

除 

控
除 

資
金
助
成 

審
査
・チ
ェ
ッ
ク 

審
査
機
関 

（仮称） 
あんじょう 

協働サポーター 
クラブ 

 市民活動センター 
（中心的・専門的な 

ハブ機能を担う） 
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第３章 あんねっとが考えた協働推進のしくみ 
 

１．「協働」を推進するために必要なもの 

 

 

 

 

ひと 場所 

お金 情報 

１ ２ 

３ ４ 

第３章 1．「協働」を推進するために必要なもの 
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２．持続可能な協働推進のしくみ 

① ひと 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ コーディネーター育成 

 

 

■ 協働を推進する市職員の育成 

 

 

 

 

ひと 

「（仮称）あんじょう協働コーディネーター」育成プログラムを創設します。

第３章 2．持続可能な協働推進のしくみ 
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■ 連携強化 

 

 

■ 「（仮称）あんじょう協働サポータークラブ」の設立 

 

 

 

100  

 100 70 30  

 

 

 

 

 

 

40 50  

 

 

 

 

ひと 
第３章 2．持続可能な協働推進のしくみ 
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② 場所 

 

 

 

 

 

 

 

■ きっかけは地域に分散 

①

 

 

■ 市民活動センターをハブとして機能を充実 

①

③ ④

 

 

眠れる市民をつつき起こせ！ 

場所 
第３章 2．持続可能な協働推進のしくみ 
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■(仮称)あんじょう協働サポータークラブの活動支援の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ※
 

 

場所 
第３章 2．持続可能な協働推進のしくみ 

※   

 

 

※   

incubation  
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③ お金 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

■ 基金による財政的支援 

 

 

 

a  

b  

a  

b  

 

「（仮称）あんねっと基金」を設置して市民・企業からの寄附を募り、

 協働活動を資金面から支援します。 

 

各団体各団体各団体各団体のののの 

成長度成長度成長度成長度 

お金 
第３章 2．持続可能な協働推進のしくみ 
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b

a

  

 

■ 積立・寄附 

 

 

※ ※

 

 

 

 

 

 

 

 

お金 
第３章 2．持続可能な協働推進のしくみ 

※   
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■ 中間支援組織がサポート 

 

第３章 2．持続可能な協働推進のしくみ 

お金 

※   
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お金 

＜（仮称）あんねっと基金運用のイメージ＞ 

 

 

 

イベント

実行 

委員会 

 

市 

 

 

 

 

) 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

    

  

 

    

 

 

  

 
 

 ス
テ
ッ
プ
４ 
ス
テ
ッ
プ
３ 

ス
テ
ッ
プ
２ 

ス
テ
ッ
プ
１ 

事
業
支
援
型 

団
体
育
成
型 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( ) 

 
( ) 

 

 

 

 

第３章 2．持続可能な協働推進のしくみ 
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④「情報」 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 情報網の再構築 

 

 

※ ※ ※

情報の連携・交流を深める！ 

情報 
第３章 2．持続可能な協働推進のしくみ 
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■ 温もりのある情報伝達 

 

 

 

 

 

 

 

情報 
第３章 2．持続可能な協働推進のしくみ 

※   

Information and Communication Technology   

 

IT ICT

IT  

 

※   

Social Networking Service

 

 

 

 

※   

140  
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第４章 協働に関する指針 その先へ… 

 

今後に向けて～あんねっとから提言 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  今後に向けて～あんねっとから提言 
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第４章  今後に向けて～あんねっとから提言 




